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P66  

第 4 章 施策の内容 

■ライフステージ共通施策 

基本目標１こども・若者の

健やかな成長 ２．こど

も・若者の居場所づくり 

 

（１）こども・若者の居場所づくり 

すべてのこども・若者が、地域の中で気軽に安心して過ごせ

る場所として利用し、友人と、あるいはひとりで自由に過ごせ

る居場所の充実・創出を進めます。また、その場を居場所と感

じるかどうかは、こども・若者自身が決めることであり、自ら

で決め、行動する姿勢など、こども・若者の主体性を大切に考

えていきます。 

特に中高生が放課後を安心して過ごせる場の充実も必要であ

るため、既存施設の活用等を図り、その受け皿となる居場所の

確保に努めます。また、                                         

       保護者等と利用できる多様な遊び場について  検討

するとともに、天候に左右されない屋内の遊び場（屋外広場を

含む）について整備を進めてまいります。 

（１）こども・若者の居場所づくり 

すべてのこども・若者が、地域の中で気軽に安心して過ごせ

る場所として利用し、友人と、あるいはひとりで自由に過ごせ

る居場所の充実・創出を進めます。また、その場を居場所と感

じるかどうかは、こども・若者自身が決めることであり、自ら

で決め、行動する姿勢など、こども・若者の主体性を大切に考

えていきます。 

特に中高生が放課後を安心して過ごせる場の充実も必要であ

るため、既存施設の活用等を図り、その受け皿となる居場所の

確保に努めます。また、天候に左右されない屋内の遊び場など

も含め、保護者等と利用できる多様な遊び場についても検討し

ていきます。 

【取組・事業例】 

○放課後児童クラブの待機児童の解消と受け皿の確保  

○放課後こども教室の運営  

○放課後等デイサービスによる障がいのあるこどもの放課後の

居場所の確保  

○児童館・児童センター等の居場所の確保  

○市立図書館の整備・充実  

○都市公園等における施設・環境の充実 

○こどものあそびば（屋内型の遊戯施設や屋外広場）の整備 

【取組・事業例】 

○放課後児童クラブの待機児童の解消と受け皿の確保  

○放課後こども教室の運営  

○放課後等デイサービスによる障がいのあるこどもの放課後の

居場所の確保  

○児童館・児童センター等の居場所の確保  

○市立図書館の整備・充実  

○都市公園等における施設・環境の充実 

 

 


